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  入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

記 

 １．入札に付する事項 

（１）業 務 名  水戸済生会総合病院患者給食委託業務 

（２）業務場所  水戸済生会総合病院（茨城県水戸市双葉台 3丁目 3-10） 

   （３）業務目的  水戸済生会総合病院の病院給食を治療の一環として患者満足度の向上を図りな

がら安全で効率的かつ安定的に食事を提供する。 

   （４）業務内容  患者給食業務（調理補助・盛り付け・配下膳・清掃）及びこれに付随する業務

とする。なお，詳細については仕様書のとおりとする。 

   （５）契約期間  平成 31年 4月 1日から平成 34年 3月 31日まで（3年間） 

   （６）選定方法  一般競争入札とする。 

   （７）配布資料  入札に関する書類（入札書，仕様書等） 

   （８）配布期間  平成 31年 1月 28日(月)～ 2月 4日(月) 

   （９）配布時間  9:00～17:00まで 

   （10）配 布 先  水戸済生会総合病院事務部総務課 担当者：鈴木 

 

 ２．入札参加資格    

   （１）茨城県物品調達等競争入札参加資格名簿の大分類（その他）の小分類（調理・給食）に登録

されているものであること。ただし，指名停止の措置を受けている者でないこと。 

   （２）社団法人日本メディカル給食協会との業務代行保証制度に加入していること。 

   （３）利用者 200名から 300名の病院で給食委託業務を 1年以上，元請け業者として給食受託経験 

を有していること 

   （４）患者給食業務の委託実績を継続して 5年以上有していること。 

   （５）ISO9001の認証を受けていること。（審査登録範囲：企業の福利厚生施設・学校・医療および 

福祉施設の食事および配膳サービス） 

   （６）本店，支店，営業所または事業所が水戸市および隣接市町内にあること。 

   （７）上記について証明できる書類及び誓約書を提出すること。 

 

３．契約条項を示す場所，入札執行の日時・場所 

   （１）日時    平成 31年 2月 14日（木）14：00 ～ 

   （２）場所    水戸済生会総合病院 本館１階応接室 



 

４．開札の日時、場所 

    前記場所において、入札終了後直ちに開札する。 

 

５．入札保証金、契約保証金 

    全額免除 

 

 ６.低価格制限  

    無 

 

 

７.入札書の様式 

指定様式による。事前に配布しますので任意封書に封印して入札すること。 

 

 ８．入札方法 

   (１)本入札には，予定価格を設定する。なお，予定価格は非公表とする。 

   (２)本入札は，入札された金額が予定価格の範囲内であり，より安価である業者を落札者とする。 

   (３)入札価格が予定価格の範囲内でなかった場合には，再度入札をおこなう。再度入札で落札者が

いない場合は，最低入札価格の業者と交渉にて随意契約をおこなう。 

   (４)落札となるべき同順位の入札をした者が２者以上の場合は，くじにより決定するものとする。 

 

９．契約書の作成 

   （１）この一般競争入札執行による業務委託契約の締結については、契約書の作成を必要とする。 

   （２）契約書を作成する場合においては、契約当事者双方が契約書に記名押印しなければ契約は確定

しないものとする。 

 

 10．支払い条件 

   毎月，請求書を提出した月の翌月末に銀行振込による支払いとする。 

 

 11．質問書の提出及び回答 

   仕様書に関する質問がある場合は指定の様式で下記のとおりとする。 

   提出期限：平成 31年 2月 7日（木）16時まで 

   提出方法：質問書に記入のうえ EMAIL又は期限内に直接原本の提出とする。 

回 答 日：平成 31年 2月 12日（火） 

E-MAIL ：syomu@mito-saisei.jp 

※EMAIL の方は質問書の原本は入札当日に持参すること。 

 

12．その他事項 

  （１）入札に参加する方は，かならず参加表明書で 2月 13日までに報告すること。 

    （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）



をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

   

 13．注意事項 

       以下に該当した場合は，無効とします。 

     （１）入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為があっ

た場合 

     （２）入札書に記載した金額，その他の必要事項が不明瞭で確認できない又は，誤りがある場合 

     （３）郵便による入札はあった場合 

     （４）委任状を持参しない代理人のした入札の場合 

     （５）提出した入札書の引換え、変更又は取消し等あった場合 

      (６) 記名捺印が無い場合 

      (７) 指定入札日時までに入札書の到着がない場合 

      (８) 入札書を２通以上提出した場合 

      (９) 落札者が落札決定の通知のあった日から７日以内に契約を締結しない場合 


